
URP29 利害関係者からのフィードバック規程   1 / 9 

 

 

 

 

 URP29－01 
  

 
 

利害関係者からのフィードバック規程 

 
 

（第1版） 

 

 

平成 30 年 12 月 27 日 

 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

認定センター 

 



URP29 利害関係者からのフィードバック規程   2 / 9 

 

目 次 

１．目的................................................................................................................................................................................................ 3 
２．用語の定義 ................................................................................................................................................................................. 3 
３．フィードバックの方法 ............................................................................................................................................................... 3 

３．１ 満足度アンケート ........................................................................................................................................................... 3 
３．２ WEB サイトによる意見募集 ....................................................................................................................................... 3 
３．３ 公平性の取組みに対する利害関係者からの意見の受付 ............................................................................ 3 

附 則 .................................................................................................................................................................................................... 3 
別紙１ 満足度アンケートの例 ................................................................................................................................................... 4 
図１ お問い合わせフォームの例 ............................................................................................................................................. 9 
 

  



URP29 利害関係者からのフィードバック規程   3 / 9 

 

１．目的 

本規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター（以下「IAJapan」という。）が、マネジメン

トシステムの継続的な改善を行う上で必要とする、利害関係者からのフィードバックとその活用方法に関し

て定める。 

 

２．用語の定義 

この規程で用いる主な用語の定義は、「認定制度品質マニュアル（認定－部門－UQM）」に定めるもの

による。 

 

３．フィードバックの方法 

３．１ 満足度アンケート 
（１）IAJapan は、実施した審査に関して適合性評価機関に満足度アンケートを実施する。満足度アンケー

トの例は別紙１に定める。 

（２）品質管理者は、満足度アンケートの結果を該当するプログラムマネージャ、課題別マネージャー及び

トップマネジメント代理に回付する。 

（３）品質管理者は、満足度アンケートの結果を取りまとめて分析し、マネジメントレビューで報告する。 

 

３．２ WEB サイトによる意見募集 
（１）IAJapan は、図１による WEB サイトの「お問い合わせフォーム」から、広く利害関係者からの意見を募

集する。 

（２）品質管理者は、利害関係者の意見から、改善の機会がないか分析し、マネジメントレビューで報告す

る。 

 

３．３ 公平性の取組みに対する利害関係者からの意見の受付 
（１）IAJapan は、「IAJapan 公平性の確保に関する方針（認定－部門－URP17）」に基づき、IAJapan が実

施する公平性の取組みについて、利害関係者から広く意見を受け付ける。 

（２）利害関係者から意見が提出された場合、それらの意見を取りまとめて「認定の公平性に関する評価

委員会」に提示し、協議のための参考意見とする 

 

附 則 

この規程は、平成３１年１月１日から適用する。 

 



URP29 利害関係者からのフィードバック規程   4 / 9 

 

（プログラム名）審査に係る満足度アンケート 

 

がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

■ お問い合わせ先 

独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構  認 定 セ ン タ ー
（IAJapan） 品質管理グループ担当者 

電話：03-3481-1948 / Fax：03-3481-1937 / E-mail：iajapan-qm-study@nite.go.jp 

アンケートを始める前に 

問１：審査員（技術アドバイザーを含む）について 

別紙１ 満足度アンケートの例 

                                                            

 
弊センターでは審査員･技術アドバイザーの能力向上及び業務運営の一層の向上に資するため、アン

ケートを実施しています。ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、アンケートの主旨にご理解をいただき
まして、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

今回の審査・検査に関しての基本情報を教えてください。 
 

事業所名： 

 

 

ご記入者： 

 

 

認定カテゴリ： 
（※ 複数選択可） 

 

 校正  試験 

  

標準物質生産 

 

製品認証 

審査等の種類： 
（※ 複数選択可） 

 

 初回認定審査    認定維持審査    再認定審査   臨時審査 

 

審査員名： 

【ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ名】審査員1  審査員2 審査員3 審査員4 

 

技術アドバイザー名： 

技術アドバイザー1  技術アドバイザー2 技術アドバイザー3 技術アドバイザー4 

現地審査等の開始日： 

 

（ 日間） 
  

※ 審査員･技術アドバイザーの氏名を伏せていただいてもかまいません。 

 

 

 

(1) 審査員等の対応について（受審者の質問に対して、丁寧に対応していたか、等） 

 丁寧である 普通である 丁寧でない（ぞんざいである） 

 

取扱注意 
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問２：不適合事項の指摘の妥当性について 

 
(2) 審査員のコミュニケーション能力について （双方納得のいく対話を成立させ、一方的にならない等） 

 優れている やや優れている 普通である やや問題あり 問題あり 

 

(3) 審査員の客観度について (客観的事実に基づいて評価している等) 
 

 優れている やや優れている 普通である やや問題あり 問題あり 

 
(4) 審査員の冷静沈着度について （感情的にならない、相手を感情的にさせない等） 

 

 優れている やや優れている 普通である やや感情的である 感情的である 

 
(5) チームリーダーの取りまとめ能力について 

 優れている    やや優れている    普通である    やや問題がある    問題がある 

 

（6） その他 

審査員（技術アドバイザーを含む）に対し、ご不満な点等がございましたら、その内容を具体的にお聞
かせください。 

（※ 全角 400 字以内でご記入ください。） 

 

 

※ 指摘がなかった場合は、問 3 へお進みください。 

 

(1) 不適合事項の範囲について 

  規格要求事項の適用が厳しすぎる*  適切である 

* 例） 要求事項の解釈を広げすぎる、等 

 

(2) 不適合事項の内容について 
 

 

* 細かすぎる｣とは、例えば重箱の隅をつつくような内容であること。 
** ｢大まかすぎる｣とは、例えば大雑把で指摘の要点がまとまっていないこと。 

 

（3） その他 

指摘された不適合事項について、ご不満な点等がございましたら、その内容を具体的にお聞かせください。 

（※ 全角400字以内でご記入ください。） 

 細かすぎる* やや細かすぎる 的確である やや大まかすぎる 大まかすぎる** 
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(1) 審査に係る連絡頻度について 

 連絡が頻繁すぎる   適切である     必要な連絡がない 

 
(2) 審査計画など審査に係る回答期限について 

 適切である   やや短い   短すぎる 

 
(3) 審査チーム側からの回答時期について 

 適切である   やや遅い   遅い 

 
(4) 審査の日数について 

 多い    やや多い   妥当である    やや少ない   少ない 

 

(5) 審査の費用について 

※ 手数料が免除されている場合は、回答不要です。次へお進みください。 

 高価   やや高価   妥当である    やや安価   安価 

 

（6） その他 

運営等について、ご意見/ご要望/ご不満等がございましたら、その内容を具体的にお聞かせください。 

（※ 全角 400 字以内でご記入ください。） 
 

 

  

問３：審査・検査の運営等について 
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(1) 審査は貴事業所の品質の向上に役立ちましたか 

 大いに役だった  少し役だった  どちらともいえない    役立たなかった 

 
(2) 審査の満足度について 

十分満足 概ね満足 やや不満 大変不満 

 

 

 

※ ＩＡＪａｐａｎは、規制当局への認定制度の活用働きかけ等、認定制度の普及拡大に努めているところですが、そ
の際の参考等とするために、校正証明書・試験報告書等の発行及び利用状況等について、お聞かせください。 

(1) 認定シンボル付き証明書・報告書等について昨年度の発行概数をお知らせください。 

枚                                                      
 

(2) 校正・試験等を依頼してきているお客様は、どのようなお仕事の方が多いかお聞かせください。また、右枠
にはその主な業種等をご記入ください。 

（複数選択可） 
 

  製造事業者： 

 
  販売事業者：  

 ｻｰﾋﾞｽ業者： 

 官公庁： 

 
 その他： 

 

(3) そのお客様が、校正証明書・試験報告書等の発行をお求めになった主な理由をお聞かせください。 
（複数選択可） 

 ＩＳＯ９００１等品質マネジメントシステム認証に係る要求 

 ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５試験所・校正機関認定事業者としてのトレーサビリティの確保 

 国家及び国際計量標準へのトレーサビリティが必要 

 官公庁からの要求 
 

 海外からの校正依頼で必要  （その国名は： ） 

 

 その他、具体的な理由をお聞かせください。 （※ 全角 200 字以内でご記入ください。）

問５：認定シンボル付き証明書・報告書等の発行実績等について 

問 4：審査の総合評価について 
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(4) 校正証明書・試験報告書等が利用されている特異な例がございましたら、お聞かせください。例) 

○○○国の公的機関から国際的な校正証明書・試験報告書の発行を求められて発行した、 
ILAC/ＡＰＬＡＣ ＭＲＡ署名認定機関から認定された事業者の校正・試験を求められて発行した、等 

（※ 全角 400 字以内でご記入ください。） 
 

 

 

 

 

（プログラム名）について、ご意見/ご要望/ご感想等がございましたら、具体的にお聞かせください。 

（※ 全角 400 字以内でご記入ください。） 
 

 

アンケートは以上です。 

    ご協力ありがとうございました。 

誠に恐れ入りますが、本アンケートを保存後、メールに添付し、下記宛先に送信してください。 

iajapan-qm-study@nite.go.jp 

  

問６：その他 

 

送信方法が分からない等、ご質問がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

■ お問合せ先 

認定センター（IAJapan） 品質管理グループ担当者 

電話：03-3481-1948 / Fax：03-3481-1937 / E-mail：iajapan-qm-study@nite.go.jp 
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このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です 

 

 

図１ お問い合わせフォームの例 

 

 


